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雇
用
形
態
の
多
様
化
や
そ
れ
に
伴
う
低

賃
金
層
の
増
大
に
対
し
て
、
賃
金
の
最
低

限
を
保
障
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と

し
て
最
低
賃
金
制
度
を
強
化
す
る
べ
き
で

あ
る
と
の
認
識
が
広
が
っ
て
い
る
。
2
0

0
7
年
に
成
立
し
た
改
正
最
低
賃
金
法
で

は
、
最
低
賃
金
制
度
を
強
化
す
る
見
直
し

が
行
わ
れ
、
2
0
0
7
年
、
2
0
0
8
年

の
「
成
長
力
底
上
げ
戦
略
円
卓
会
議
」
に

お
い
て
は
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
つ

な
が
る
政
労
使
の
合
意
が
な
さ
れ
た
。
2

0
0
7
年
、
2
0
0
8
年
と
従
来
に
比
し

て
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
最
低
賃
金
の

動
向
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

改
正
最
低
賃
金
法
の
施
行

2
0
0
8
年
７
月
に
改
正
最
低
賃
金
法

が
施
行
さ
れ
た
。
最
低
賃
金
法
の
改
正
は
、

2
0
0
4
年
３
月
の
「
規
制
改
革
・
民
間

開
放
推
進
３
か
年
計
画
」
に
お
い
て
、
産

業
別
最
低
賃
金
の
不
要
論
等
の
意
見
を
踏

ま
え
て
「
そ
の
在
り
方
を
速
や
か
に
検
討

す
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
検
討
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
産
業
別
最

低
賃
金
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
不
要
論

を
退
け
、「
特
定
最
低
賃
金
」
と
し
て
そ
れ

ま
で
の
制
度
の
枠
組
み
と
運
用
方
針
を
継

承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
、
地
域
別
最
低
賃
金
に
つ
い
て
は
、

決
定
基
準
で
あ
る
労
働
者
の
生
計
費
、
賃

金
、
通
常
の
事
業
の
賃
金
支
払
い
能
力
と

い
う
３
つ
の
要
素
の
う
ち
、
労
働
者
の
生

計
費
に
関
し
て
、「
労
働
者
が
健
康
で
文
化

的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
生
活
保
護
に
か
か
わ
る
施
策

と
の
整
合
性
も
考
慮
す
る
」
こ
と
が
盛
り

込
ま
れ
た
。
生
活
保
護
と
の
整
合
性
に
つ

い
て
は
、
国
会
審
議
の
中
で
、
最
低
賃
金

は
生
活
保
護
を
下
回
ら
な
い
水
準
と
な
る

よ
う
配
慮
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

最
低
賃
金
制
度
の
動
向
と

今
後
の
課
題

金
属
労
協
・
最
賃
セ
ン
タ
ー

特 集 2

か
に
さ
れ
て
い
る
。

2
0
0
7
年
の「
成
長
力
底
上

げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
」の
合
意

2
0
0
8
年
の
最
低
賃
金
法
の
改
正
に

先
立
ち
、
政
府
は
中
小
企
業
等
の
生
産
性

向
上
と
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
関
す
る

合
意
形
成
を
め
ざ
し
て
、
政
労
使
に
よ
る

「
成
長
力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
」
を

設
置
し
た
。
2
0
0
7
年
７
月
の
第
３
回

円
卓
会
議
で
は
、
以
下
の
４
点
の
「
合
意
」

を
確
認
し
た
。

第
一
点
と
し
て
、
中
小
企
業
等
の
生
産

性
向
上
と
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
の
基
本

方
針
に
つ
い
て
年
内
を
目
途
に
と
り
ま
と

め
る
。
二
点
目
と
し
て
、
最
低
賃
金
法
改

正
案
に
つ
い
て
は
速
や
か
な
成
立
が
望
ま

れ
る
。
三
点
目
と
し
て
政
府
は
「
中
小
企

業
生
産
性
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
全
力

を
あ
げ
て
取
り
組
む
。
そ
し
て
四
点
目
と

し
て
、
2
0
0
7
年
度
の
最
低
賃
金
に
つ

い
て
、
従
来
の
考
え
方
の
単
な
る
延
長
線

上
で
は
な
く
、
働
く
人
の
「
賃
金
の
底
上
げ
」

を
図
る
趣
旨
に
沿
っ
た
引
き
上
げ
が
図
ら

れ
る
よ
う
十
分
審
議
さ
れ
る
よ
う
に
要
望

す
る
、
と
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

2
0
0
7
年
度
地
域
別
最
低

賃
金
額
改
定
の
目
安

2
0
0
7
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
額

改
定
の
目
安
審
議
で
は
、「
成
長
力
底
上
げ

戦
略
推
進
円
卓
会
議
に
お
け
る
賃
金
の
底

上
げ
に
関
す
る
議
論
に
も
配
意
し
た
」
調

査
審
議
を
求
め
る
、
と
の
異
例
の
諮
問
が

行
わ
れ
た
。
難
航
を
極
め
た
審
議
の
結
果
、

2
0
0
7
年
度
の
目
安
は
、
Ａ
ラ
ン
ク
19

円
、
Ｂ
ラ
ン
ク
14
円
、
Ｃ
ラ
ン
ク
９
〜
10

円
、
Ｄ
ラ
ン
ク
６
〜
７
円
の
引
き
上
げ
と

な
り
、
目
安
の
全
国
加
重
平
均
は
14
円
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
2
0
0
6
年
度
の
目
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安
（
A
ラ
ン
ク
４
円
、
B
ラ
ン
ク
４
円
、
C

ラ
ン
ク
３
円
、
D
ラ
ン
ク
２
円
）
を
大
き
く

上
回
る
も
の
で
あ
り
、
最
低
賃
金
の
底
上

げ
に
つ
な
が
る
第
一
歩
と
な
っ
て
い
る
。

2
0
0
8
年
の
「
成
長
力
底
上

げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
」
の
合
意

2
0
0
8
年
６
月
の
「
成
長
力
底
上
げ

戦
略
推
進
円
卓
会
議
」
で
は
、「
中
小
企
業

の
生
産
性
向
上
と
最
低
賃
金
の
中
期
的
な

引
上
げ
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
（
円
卓
合

意
）」
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
最
低
賃

金
の
中
長
期
的
な
引
き
上
げ
に
つ
い
て
、

賃
金
の
底
上
げ
を
図
る
趣
旨
か
ら
、
生
活

保
護
基
準
と
の
整
合
性
や
高
卒
初
任
給
と

の
均
衡
を
勘
案
し
て
、
当
面
５
年
間
程
度

で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
政
労
使

が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
、
と
の
合
意

が
な
さ
れ
た
。

賃
金
の
底
上
げ
を
図
る
趣
旨
で
最
低
賃

金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
こ

と
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
ま
た
、
高
卒
初

任
給
の
水
準
に
つ
い
て
は
合
意
が
な
さ
れ

な
か
っ
た
も
の
の
、
生
活
保
護
基
準
や
高

卒
初
任
給
と
い
う
水
準
と
の
均
衡
を
勘
案

し
て
最
低
賃
金
を
決
定
す
る
こ
と
が
盛
り

込
ま
れ
た
こ
と
は
、
労
働
組
合
が
従
来
か

ら
主
張
し
て
き
た
「
水
準
を
重
視
し
た
審

議
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

2
0
0
8
年
度
の
地
域
別
最

低
賃
金
額
改
定
の
目
安

2
0
0
8
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
改

定
の
目
安
で
は
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会

に
対
し
て
、
最
低
賃
金
を
取
り
巻
く
状
況

や
、
改
正
最
低
賃
金
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

成
長
力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
に
お

け
る
賃
金
の
底
上
げ
に
関
す
る
議
論
に
も

配
意
し
た
調
査
審
議
を
求
め
る
と
の
諮
問

が
さ
れ
た
。

審
議
の
結
果
、
2
0
0
8
年
度
の
目
安

で
は
、
従
来
の
ラ
ン
ク
ご
と
の
引
き
上
げ

額
の
目
安
（
表
１
）
に
加
え
、
生
活
保
護
と

最
低
賃
金
の
比
較
を
行
っ
た
上
で
乖
離
額

（
表
２
）
を
明
示
し
、
乖
離
額
を
解
消
す
る

た
め
の
期
間
と
し
て
定
め
た
年
数
で
除
し

た
金
額
と
（
表
１
）
の
金
額
と
を
比
較
し
て

大
き
い
方
の
額
を
目
安
と
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
。
な
お
、
2
0
0
8
年
度
の
目
安
の

全
国
加
重
平
均
は
15
円
と
な
っ
た
。

乖
離
を
解
消
す
る
年
数
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
２
年
以
内
と
し
な
が
ら
、
東

京
・
神
奈
川
が
３
年
程
度
、
北
海
道
が
５

年
程
度
で
解
消
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

目
安
制
度
の
あ
り
方
に
関
す

る
全
員
協
議
会

地
域
別
最
低
賃
金
は
、
２
年
連
続
で
従

来
と
異
な
る
大
幅
な
引
き
上
げ
と
な
っ
た

が
、
新
た
な
課
題
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ

た
。ひ

と
つ
は
、
地
域
間
格
差
の
拡
大
で
あ

る
。
地
域
別
最
低
賃
金
の
全
国
加
重
平
均

は
、
2
0
0
6
年
度
6
7
3
円
（
前
年
比
５

円
増
）、
2
0
0
7
年
度
6
8
7
円
（
前
年

比
14
円
増
）、2
0
0
8
年
度
7
0
3
円
（
前

年
比
16
円
増
）
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
、
全
体

の
底
上
げ
が
図
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
最
低
賃
金
が
最
も
低
い
県
の
最
も

高
い
県
に
対
す
る
比
率
を
み
る
と
、
2
0

0
6
年
に
は
84
・
8
％
（
東
京
7
1
9
円
に

対
し
て
、
沖
縄
6
1
0
円
）で
あ
っ
た
地
域
間

格
差
が
、
2
0
0
7
年
に
は
83
・
6
％
（
東
京

7
3
9
円
に
対
し
て
、
沖
縄
等
6
1
8
円
）

へ
と
拡
大
し
、
2
0
0
8
年
に
は
81
・
9
％

（
東
京
・
神
奈
川
7
6
6
円
に
対
し
て
、
沖

縄
等
6
2
7
円
）
へ
と
さ
ら
に
拡
大
し
た
。

Ａランク 15円

Ｂランク 11円

Ｃランク 10円

Ｄランク 7円

（表１）ランクごとの
引き上げ額の目安

北海道 53円

青　森 11円

宮　城 20円

秋　田 9円

埼　玉 41円

千　葉 16円

東　京 80円

神奈川 89円

京　都 33円

大　阪 34円

兵　庫 22円

広　島 22円

（表2）生活保護と最低賃金の
乖離額

今
後
２
年
間
で
生
活
保
護
と
最
低
賃
金
の

乖
離
を
解
消
す
れ
ば
、
地
域
別
最
低
賃
金

の
地
域
間
格
差
が
さ
ら
に
拡
大
す
る
可
能

性
が
高
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
生
活
保
護
と
地
域
別

最
低
賃
金
と
の
比
較
方
法
で
あ
る
。
2
0

0
8
年
度
の
目
安
で
は
、「
手
取
額
で
み
た

最
低
賃
金
額
と
、
衣
食
住
と
い
う
意
味
で

生
活
保
護
の
う
ち
若
年
単
身
世
帯
の
生
活

扶
助
基
準
の
都
道
府
県
内
人
口
加
重
平
均

に
住
宅
扶
助
の
実
績
値
を
加
え
た
も
の
と

を
比
較
す
る
こ
と
が
適
当
」
と
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
誰
も
が
生
活
保
護
を
上

回
る
最
低
賃
金
水
準
と
す
る
た
め
に
は
、

都
道
府
県
内
で
最
も
生
活
保
護
水
準
が
高

い
県
庁
所
在
地
の
生
活
保
護
基
準
と
最
低

賃
金
を
比
較
す
べ
き
で
あ
る
な
ど
の
問
題

が
あ
る
。
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2
0
0
9
年
に
は
、「
目
安
制
度
の
あ

り
方
に
関
す
る
全
員
協
議
会
」
が
設
置
さ

れ
、
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
。
目
安

制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
側

委
員
が
従
来
か
ら
主
張
し
て
き
た
水
準
を

重
視
し
た
審
議
を
踏
ま
え
た
目
安
の
示
し

方
や
、
労
働
者
全
体
の
賃
金
実
態
を
反
映

し
た
審
議
を
行
う
た
め
の
デ
ー
タ
整
備
な

ど
に
加
え
、
法
改
正
を
踏
ま
え
た
目
安
制

度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
議
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

産
業
別
最
低
賃
金
の

優
位
性
を
確
保
す
る
た
め
に

最
低
賃
金
と
生
活
保
護
水
準
と
の
乖
離

額
が
あ
る
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
数
年

の
う
ち
に
そ
の
解
消
を
図
る
こ
と
と
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
神
奈
川
県
で
は
、
2
0
0
9

年
度
に
7
9
5
円
以
上
、
2
0
1
0
年
度
に

は
8
2
5
円
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
確
実
で
あ
り
、
東
京
都
も
同
水
準
以

上
を
め
ざ
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
産

業
別
最
低
賃
金
は
、
18
歳
未
満
・
65
歳
以
上

や
軽
易
業
務
を
除
外
し
た
基
幹
的
労
働
者

を
対
象
と
し
た
最
低
賃
金
で
あ
り
、
地
域

別
最
低
賃
金
を
10
〜
20
％
上
回
る
水
準
を

維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
域

別
最
低
賃
金
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
都
府
県
で
は
、
地
域

別
最
低
賃
金
に
対
す
る
優
位
性
を
従
来
ど

お
り
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
産
業
別
最

低
賃
金
が
地
域
別
最
低
賃
金
を
下
回
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
産
業
別
最
低
賃
金
は
効

力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
地

域
別
最
低
賃
金
に
対
す
る
産
業
別
最
低
賃

金
の
優
位
性
を
確
保
し
、
さ
ら
に
基
幹
的

労
働
者
に
ふ
さ
わ
し
い
水
準
へ
と
引
き
上

げ
て
い
く
取
り
組
み
を
強
化
す
る
必
要
が

あ
る
。

金
属
労
協
で
は
、
同
一
価
値
労
働
同
一

賃
金
に
基
づ
く
均
等
・
均
衡
待
遇
実
現
の

観
点
か
ら
、
高
卒
初
任
給
に
準
拠
し
た
水

準
で
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
を
締
結
し
、

そ
の
水
準
へ
と
産
業
別
最
低
賃
金
を
引
き

上
げ
る
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
。
産

業
別
最
低
賃
金
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め

に
は
、
春
季
生
活
闘
争
に
お
い
て
、
企
業

内
最
低
賃
金
協
定
の
締
結
拡
大
と
水
準
の

引
き
上
げ
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
組
織
労
働
者
の
企
業
内
最
低
賃
金
協

定
の
締
結
を
未
組
織
労
働
者
に
波
及
さ
せ

る
よ
う
に
、
労
働
組
合
の
社
会
的
責
任
を

果
た
し
て
い
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生活保護基準の級地 都道府県内人口加重平均。

全ての勤労者に対して生活保護基準を上
回る最低賃金が適用されるためには、県内
で最も高い生活保護基準である、県庁所
在地の生活保護基準とすべき。

県内人口加重平均。

公益委員見解 労働者側 使用者側

給付の範囲
生活扶助（第１類費（12～19歳）＋第
２類費＋期末一時扶助費）、住宅扶助
実績値を対象とする。

期末一時扶助を加えるべき。
期末一時扶助は付加的給付で
あり加えるべきでない。

最低賃金を
月額に換算する際の
労働時間

企業規模・職種・業種・年齢・年度で
幅があり計算結果が安定しないので、
法定労働時間に基づくものとする。

実労働時間とすべき。 法定労働時間とすべき。

可処分所得の比率
中賃目安としては最低限度の金額で
控除されるものとする。

都道府県ごとの可処分所得の
比率とすべき。

中賃目安としては最低限度の
金額で控除されるものとする。

生活保護との
乖離の解消期間

原則として2年以内に解消する。
今年度の引き上げ額がこれまでに例を見
ないほどに大幅になるケースについては、
３年程度で解消する。
地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼ
すおそれがあるケースについては、5年程
度で解消する。

単年度を基本とし、
できる限り短期間で解消する。

厳しい県については、
一定の解消期間を設けるべき。

他

具体的な解消期間及び解消額について
は、地域の経済・企業・雇用動向等も踏
まえ、地方最低賃金審議会がその自主性
を発揮することを期待する。

最低賃金と生活保護基準の比較方法に関する労使の主張点


